
事 務 連 絡

平成２１年 ４ 月１７日

各検疫所 御中

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

韓国産二枚貝の取扱いについて

標記については、平成１６年９月２４日付け食安輸発第0924003号にて取扱い、

また平成２０年５月２日付け事務連絡により、原産地証明書に捺印される地方自治

団体長の印影についてお知らせしているところです。

今般、韓国政府より、下記のとおり印影の変更及び原産地証明を行う地方自治団

体の追加を行う旨の連絡があったことから、同事務連絡の別紙を別添のとおり改正

するので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。

記

１ 忠清南道瑞山市の印影を変更したこと（別紙５ページ 。）

２ 原産地証明を行う地方自治団体に全羅南道の順天市及び光陽市を加え、その印

影を追加したこと（別紙７ページ 。）






















